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意見に対する事業者回答の送付について

浜 松市 産業廃棄物対策課

2018/12/11(火)18:30

２件の添付ﾌｱｲﾙ(４ＭＢ)

両門的知識を

浜松市廃棄物処理施設設置等調整委員　様

Pａgｅ l ｏｎ

日 頃 、 大 変 お 世 話 に な っ て お り ま す ．

設 置 許 可 申 請 書 に 係 る も の 並 び に 意 見 聴 取 会 に お け る 調 整 委 員 の 皆 様 か ら の ご 意 見 に つ

き ま し て
、

事 業 者 か ら の 回 答 を 得 ま し た の で ご 確 認 い た だ き ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま

す ．

現 在
、

廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 許 可 申 請 の 審 査 に お き ま し て は
、

技 術 上 及 び 維 持 管 理 に お

け る 基 準 を 満 た し て い る も の と 判 断 し て い る と こ ろ で ご ざ い ま す が
、

調 整 委 員 の 皆 様 の ご

意 見 を 踏 ま え
、

別 添 「 事 業 の 実 施 に あ た り 留 意 す べ き 事 項 に つ い て （ 通 知 ） 」 と し て
、

設

置 許 可 と 同 時 に 行 政 指 導 通 知 と し て 発 出 し て い く 予 定 で ご ざ い ま す
．

つ き ま し て は ． 別 添 通 知 の 内 容 に､ つ い て ご 確 認 い た だ さ
．
‥‥

ごT 指 摘 な ど が あ る 場 令 に お､ き
、

ま

‥
し １. は 、. 木 変 お 忙 し い と こ ろ 恐 縮 で は ご､ ざk 喋 す が 、!2 月17 日 （ 月 ） ま で に 本 メ ー ル へ

．

の ご 返 信 に て そ の 旨 お 知 ら せ い た だ き ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま 宝
．
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な お 、 返 信 期 日 ま で に お 返 事 い た だ け な い 場 合 に お き ま し て は

、
ご 了 承 い た だ い た も の と

し て 、 今 後 の 許 可 処 分 の 手 続 き に つ い て 進 め さ せ て 頂 き た く 存 じ ま す の で
、

大 変 恐 縮 で は

ご ざ い ま す が 何 卒 ご 理 解 の ほ ど よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す
．

なお、当市では情報セキュリティ強化のため、

けしています。

パスワ ードは別途ご案内いたしま す。
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浜 松 市　 環 境 部　 産 業 廃 棄 物 対 策 謀

許 可 審 査 グ ル ープ　　 長 崎 光 裕

住 所 ：浜 松 市 中 区 鴨 江 三 丁 目 １ 番 １ ０ 号
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メールの添付ファイルは暗号化してお届
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株式会社ミダック

代表取締役 様

(案)

浜 環 産 第

平成　　 年　　 月

浜松市長　 鈴木　 康友

事業の実施にあたり留意するべき事項について（通知）

１

日

平成２９年９月２７日付けで受け付けた、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条第２項に基

づく産業廃棄物処理施設設置許可申請書について．平成　　年　月　日に許可処分をしました、つき

まして、産業廃棄物処理施設設置許可申請書に記載された計画を遵守することに加え、下記事項につ

いて十分留意して事業を実施してください、

記

【施工管理の徹底】

平成30 年 ７月に生じた土砂崩落個所並びに、その周囲における土砂崩落対策を講じる必要性の

ある範囲については、今後、その範囲を施工する者から貴社に提示される施工計画書において、将

来的に同様な崩落を生じさせないよう、貴社が必要とする計画に基づき確認を行ってください。

施設設置工事の施工に際し、構造等の変更に係ることのほか、設置計画と異なる状況が生じた場

合には必ず報告してください。

工事中においては周辺環境や交通障害へ十分配慮するとともに、周辺住民に対しては事前に情報

提供を行い、円滑な工事の施工に努めてください。

【地域との良好な関係構築】

周辺地域への不安を払拭するには、･|青報の公開に加え事業者の積極的な地域への関与が重要です。

地域活動への積極的な参加や、条例手続きでは叶わなかった環境保全協定の将来的な締結など周辺

住民との良好な瀾係構築に努めてください。

施設の運営に当たっては、積極的に周辺住民等に対して情報を提供するなど、施設の設置及び維

持管理に関する情報の透明性の確保を心がけてください。

周辺環境のモニタリングについては、施設の維持管理に関する計画に基づき、結果を積極的に公

表することで周辺住民の不安の払拭につながるものと考えます。なお、ＰＭ２.5といった近年関心の

高い項目について法に基づく測定義務はありませんが、粉じん測定の指標の一部として積極的にモ

ニタリングし、結果を公表することが望ましいです。

浜 松 市 環 境 部 産 業 廃 棄 物 対 策 課　 許 可 審 査 グ ル ー プ

ＴＥＬ　 ０ ５ ３ 一 ４ ５ ３ － ６ １ ９ ０

ＦＡＸ　 ０ ５ ３ － ４ ５ ３ － ８ ０（）１
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RE: 意見に対する事業者回答の送付について
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浜松市環境部
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2 皿8/112/17 （ 刈 ）9:08

宛 先;浜 松 市 双 星 廃 葉 物 対 策 課 ＜ｓａｎｐａｉ＠city. ｈａｍ ａｍａtsｕ,ｓhiｚｕｏｋａ.jp ）

静岡大学の釜谷です、返事が遅くなりまして申し訳ありません。

事業者側の回答は、特に具体的な動きはありませんが、通知に記載の留意すべき事項にあります通り

問われれば答えるというのではなく、積極的に取り緒んでいただきたいと考えます。

たとえば、不定期でも連絡会的なアプローチを企画し、そもそも何がどのように行われているのか。

技術的な説明会を含めて、事業者の社会約存在としての基本姿勢を示していただきたいと考えます。

どうぞ、宜しくお願いします。

Fr ｏｍ: 浜 松 市 産 業 溌 棄 物 対 策 課[mailt ｏ:ｓａｎｐａｉＯｃ即.ｈａｍａｍａtsｕ,shiｚｕｏｋａ.jp]

Ｓｅｎt: Ｔｕｅsday, Ｄｅｃｅｍｂｅr 11, 2018 6:30 PM

To: ｕndiｓclo5ed,r ｅめie 咆:

Ｓｕbject: 意 見 に 対 す る事 業 者 回 答 の 送 付 に つ い て

浜 松 市 廃 棄 物 処 理 施 設 設 置 等 調 整 委 員　 様

日 頃 ， 大 変 お 世 話 に な っ て お り ま す 。

請書に係るもの並びに意見聴取会における調整委員の皆様からのご意見につ
業者からの回答を得ましたのでご確認いただきますようお願い申し上げま

棄物処理施設の設置許可申請の審査におきましては、技術上及び維持管理にお
満たしているものと判断しているところでございますが、調整委員 の皆様のご
え、別添「事業の実施にあたり留意すべき事項について（通知）」として、設

時に行政指導通知として発・Ｕ掬（靴討いＷ）｛Eユ予定でございます。

ては、別添通知の内容についてご確認いただき。ご指摘などがある場貪におき、
ま し ては,‥‥大変お忙しいところ恐縮ではございますが,

……!2
祠!7 日ゴJEL). ま二鳶l⊇憲 メニ ルた

の ご嵌信 にて 子の旨お勿 ふ廿い かが 缶主 すよ 弓勲顕|.ヽ ,由Ｌ 卜｢ポ宙オ_

返信期日までにお返
今後の許可処分の手

いただけ い場合におきましては、ご了承いただいたものと
きについて進めさせて頂きたく存じますので．大変恐縮ではゝ　 ／１ＳＸ.～／口S ’ｊ 心 ｙＸ Ｗ／ ‾J咀jbQI ～ 〃 り ’ゝ Ｊ’≒Ｗ７ １.ｊ に ゝ-Jj4 こj － ゝ1 ’

い ま す が 何 卒 ご 理 解 の ほ ど よ ろ し く お 薇 い 申 し 上 げ ま す 。

なお。当市では情報セキュリティ強化のため、メールの添付ファイルは暗号化してお届けしてい

ます。

パスワードは別途ご案内いたします。

浜 松 市 環 境 部 産業 廃棄 物 対策 謀

許 可 審 査グ ループ　 長 崎 光 裕

住 所: 浜 松 市 中 区 鴨 江三 丁 目１番10 号

ＴＥＬ:０５３－４５３－６１９０
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Rｅ: 意見に対する事業者回答の送付について
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2C18/12/12( 水)9:42

宛先:浜 松 市 産 業 廃 棄 物 対 策 課 ＜ｓａｎｐａｉ＠city,ｈａｍａｍａtsu.shiｚｕＤｋａ.jｐ

１ 件 の添 付ファイル（35 KB ）

通知 （案 ） 。dOC;

土 屋 です。

F通 知 （案 ） 』については，修 正された方 がベターと思 われる聞 所 があります

添 付 文 言 の修 正箇 所を判 断 いただけれ1まと思います。

On 2018/12/11 18:29, 浜松市産業廃棄物対策課ｗrｃtｅ:

浜松市廃棄物処理施設設置等調整委員　様

日頃、大変お世話になっております。
設置許可申請書に係るもの並びに意見聴取会における調整委員の皆様からの

ご意見につきまして、事業者からの回答を得ましたのでご確認いただきますよ
う ぉ 願 い 申 し 上 げ ま す 。

現 在 、 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 許 可 申 請 の 審 査 に お き ま し て は 、 技 術 上 及 び 維

持 管 理 に お け る 基 準 を 満 た し て い る も の と 判 断 し て い る と こ ろ で ご ざ い ま す

が 、 調 整 委 員 の 皆 様 の ご 意 見 を 踏 ま え 、 別 添 「事 業 の 実 施 に あ た り 留 意 す べ き

事 項 に つ い て （通 知 ） 」 と し て 、 設 置 許 可 と 同 時 に 行 政 指 導 通 知 と し て 発

参 令$7$F$ 鈴/M ＝Dj$GS4 犯 瑚 り 卯|

つ き ま し て は 、 別 添 適 知 ９ 内 容 に つ い て ご 確 夥yl な だ き 、 ご 指 摘 な ど が あ る

場 合 に 斟 童 豆 エ て は 、
‥

大 変 お 忙 ≒｡り と

‥
こ ろ 恐 縮 マ 扶 ご ざ い ま す が 、12 月17 ］］

‥
（ 月 卜 末 で に 杢 メ ニ ル ヘ の ご 返 信 に て そ の 旨 お 知 ら せ しソ こだ き ま す よ う ぉ 順

、
回 申｡｡し 上 げ ま す 。　　　　　　　　 ‾‾‾ ‾　　　　　　　 Ｉ　●●●●●●●　　　　　　 ●●

なお､ 返 信 期日 までにお返 事 いただけない場 合 におきましては､ ご了承 いただいたものとして､ 今 後 の許 可 処 分 の手 続 きに

ついて進 めさせて頂 きたく存じますので､ 大変 恐 縮 ではございますが何 卒ごl里解 のほどIよろしくお願い申し上 げます。

な お 。当 市で は情 報 セ キ ュ リ テ ィ 強化 の ため 、 メ ール の 添 付 フ ァ イル は 暗 号 化 し て お 届 けし て い ま す 。

パ ス ワ ー ド は 別 途ご 案 内 い たし ま す。
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浜 松 市　 環 境 部　 産 業 廃 棄 物 対 策 課

許 可 審 査グIル ープ　　 長 崎 光 裕

住 所 ： 浜松 市 中 区 鴨 江 三 丁 目 １番 １ ０号

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０ ５ ３ －４ ５ ３ －6190
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株式会社ミダック

代表敢締役 恰

浜 環 産 第

平成　 乍　　月

浜松市長　鈴木　康友

号

日

事業の冥応にあたり留意するぺき事項について｛通知｝

平成２９年９月２７日付けで受け付け た、廃棄物の処理及び時価に咽する泌律第１５条篤２項に基

づく産業廃棄物処遅絵設設霞許可申諭書について、平成　　年　月　日に許可処分をしました。つき

まして、産業濁男物処理施眼設置許可申請書に記載された計直を遵守することに加え、下記事項につ

いて十分留意して事業を実咄してください。

ｌ!

【 施 工 管 理 の 嶽 底 】　　　　･X･:S'.:1.'.'5'･

●1'やW゙｀･tゝ‾V●4･゙ '･"-.･.'●'●'.･'.'j●lq.'1..."lSX゛:'､Vt二`･`･.'.'‾゙‾･･J'･･g･･
心 匹 埓 四 瞑 顔 邨 濃

あ る 範 囲 に つ い てF 乱 今 後 、 そ の 範 囲 を 施 工 す る 者 か ら 貴 社 に 提 示 さ れ る 施 工 計 画 審 に お い て
、 将

来 的 に 同 格 な 崩 落 を 生 じ さ せ な い よ う 、 貴 社 が 必 要 と す る 計 画 に 基 づ き 砲 認 を 行 っ て く だ さ い
．

施 設 設 震 工 事 の 施 工 に 際 し ． 借 造 等 の 変 更 に 係 る こ と の ほ か 、 設 仮 託 画 と 異 な る 状 況 が 生 じ た 場

合 に は 必 ず 佃 告 し て く だ さ い ．

工 事 申 に お い て は 周 辺 環 墳 や 交 通 障 害 へ 十 分ｉ! 慮 す る と と も に 、 周 辺 住 民 に 対 Ｌ て は 事 前F こ 情 報

提 供 を 行 い 、 円? 腎な 工 本 の 施 工 に 努 め て く だ さ い ．

I地域との良好な関係構築l

周辺愈域･ヽ の不安を払拭するには、悄謐の公開に加え事・ 者の積極的な地域への関与が重要ですレ ペ

JI域活鋤･ヽ のａ 柘約な参力1や 、条例手続きでは叶わなか､ｺた環境像全協定の将来的な締結など周辺　 ミ

住民との良好な関係構築に努めてください、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：

施設の涵営に当たっては、積極的に総辺住民等に対して情報を提供するなど、施設の設饉及び訟

持管理に関する搦報の透明性の確|果を心がけてください｡

周辺環脆のモニタリングについては、施般の維持管理に関する訃画に基づき、結果を積極的に公

表するこ とで周辺住民の不安の払拭につながるものと考えます。なお、ＰＭ２.5といった近年関心の

高い項目について法にぷづく測定義務はありませんが、粉じん測定の指標の一部として勧極約にモ

ニタリン グし、結果を公表することが望ましいです。

浜 松 恥 肌 狐 部産 業 廃 指 物 対 策 謀 許 可 審 査 グ ル ープ

ＴＥＬ　 Ｑ ５ ３ －･ ４５ ３ － そ1190
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